
業務No. 業務番号５

業務名称 児童保護措置費等支弁事務処理センター業務

業務フローNo. 業務フロー名称

【e-KAWASAKI】

「児童福祉法による児童入所施設措置費等請求フォーム」を開きます

確認したい申込番号をクリックします

【ファイルの保存】

添付されているファイルをダウンロードし、平均勤続年数算定業務関連のフォルダを開き、

該当する施設・年度のフォルダに格納します。該当するフォルダが無ければ作成します。

再申請があった場合、最新の申請データのみを保存

最新の申請データ以外は不備フォルダに移動

【資格者証・雇用契約書の保存】

平均勤続年数算定業務では、その施設全体での職員の平均勤続年数を算定すると同時に、

その年度の職員名簿に記載されている職員の資格も収集します。

新規採用職員の資格者証をe-KAWASAKIからダウンロードします。

【e-KAWASAKI操作】

「実行する処理を選択」から「審査開始」を選び、実行を押します。

二回確認のポップアップが出てくるので、全てクリックして進めます。

【書類確認】

①平均勤続年数算定表（Excel）

②平均勤続年数証明書（PDF/Excel）

③新規採用者の資格者証（PDF)

④新規採用職員の前職証明書（PDF)

⑤新規採用職員の雇用契約書（PDF)

【検査確認用ファイル作成】

e-KAWASAKIからダウンロードした平均勤続年数算定表及び平均勤続年数証明書をコピーし、

ファイル名の先頭に【事務C検査確認用】を追加します。

今後、ファイルに修正を加える際はこの【事務C検査確認用】を使用し、元のデータは変更しないでください。

【昨年度との勤続年数の比較】

今年度と昨年度の平均勤続年数算定表を用意し、見比べます。

平均勤続年数算定表に記載される勤続年数には二種類あります。

①	現に勤務する施設の勤続年数

②	その他の社会福祉施設等の通算勤続年数

前年度から在籍している職員であれば、今年度増えるのは①の方になります。

逆に、他施設からの転職した新規採用職員でない限り、②が変動することはありません。

もし昨年度とズレがあった場合、修正して該当セルを黄色に変更し、コメントで修正理由を入力します。

下記作業でも、確認中に間違いが発覚した場合には同様に対応します。

【新規採用職員の勤続年数を確認】

昨年度4月1日に在籍していない職員になるので、昨年度分に記載はありません。

「①現に勤務する施設の勤続年数」は0年0か月か、昨年度中に入社してからの期間が入力されています。

前職があった場合、「②その他の社会福祉施設等の通算勤続年数」に記載されている

年数全てを証明できる前職証明書が必要となります。

【平均勤続年数証明書との比較】

算定表と証明書、それぞれの書類を比較し、同じ内容になっているかを確認します。

証明書に記載のある採用年月日から、この勤続年数が正しいかを計算しましょう。

【資格者証・雇用契約書の保存】

平均勤続年数算定業務では、その施設全体での職員の平均勤続年数を算定すると同時に、

その年度の職員名簿に記載されている職員の資格も収集します。

（１）	平均勤続年数算定表に記載されている職員を確認し、全員分の資格者証を集めます。

前年度分の資格者証保管ファイルから、今年度も引き続き勤務している職員の資格者証を抜き出してコピーします。

（２）	新規採用職員の資格者証をe-KAWASAKIからダウンロードします。

（３）	平均勤続年数算定表の順番通りに資格者証を並べ替え、ファイリングする。

このとき、足りない職員についてはリマインドを行えるように、職員名簿等にチェック・付箋等をつけて、分かるようにしておきます。

【不備対応】以下の2通り

①  【電話で依頼・回答】

各施設に架電し、担当者に口頭で根拠資料の再提出や疑義への回答を求めます。

簡単な確認や、質問・疑義が一つ二つ程度ならこれで充分です。

また、回答に急を要する質問がある場合も、電話で聞き取ってしまうのが早いです。

②	【疑義をまとめてメールで送信】

事務処理センターで作成した、疑義を記載したExcelを児童福祉担当からメールで施設に送信していただきます。

質問・疑義が複数個に渡る場合や、回答に急を要さない場合はこちらの方法を使用します。

使用済みの疑義連絡票は、関連ファイルが格納されいるフォルダに、施設からの回答と併せて格納しておきます。

コリーグでダブルチェック後に、SVが最終確認を行う。

6 月末まで

に実施

事務処理センター 所管課 その他関係者 RPA等業務効率化ツール システム/Office 備考

1-3 児童養護施設等職員平均勤続年数確認及び単価設定・単価改定事務

事務名称 時期
住民

[窓口]

住民

[郵送]

住民

[オンライン]

事業者（園）

[窓口]

事業者（園）

[郵送]

事業者（園）

[オンライン]

Excel

届出

収受印押印

書類記入・提出 レーンを跨ぐ

フロー

レーン内の

フロー
手作業で行う作業

受理

RPA等用いた手続分岐

XXの起案

情報システム等を

用いて行う作業

システム名

システム

FAQ表確認

他の業務フロー参照
結合子

通知書送付

添付ファイル

ダウンロード e-KAWASAKI

申請データの保存

必要書類が揃って

いるか確認

（①～⑤）

検査確認用

ファイル作成
Excel

上記作業に関して疑義

あり？はい

いいえ

共有フォルダ

昨年度との比較、

修正（ズレは黄塗

り＋コメント）

Excel

不備連絡

（架電）

電話で即時確認／疑義をまとめメール送付

新規採用職員の

勤続年数を確認
新規採用者の資格者証、

新規採用職員の前職証明書、

新規採用職員の雇用契約書

平均勤続年数証

明書との比較(必

要に応じ再計算)

平均勤続年数算定表、

平均勤続年数証明書

申請

再申請準備

疑義連絡票要？

いいえ

はい

疑義連絡票作成 施設へメール送信

平均勤続年数算定表（今年度・

前年度

資格者証・雇用契

約書の保存
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届出

収受印押印

書類記入・提出 レーンを跨ぐ

フロー

レーン内の

フロー
手作業で行う作業

受理

RPA等用いた手続分岐

XXの起案

情報システム等を

用いて行う作業

システム名

システム
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他の業務フロー参照
結合子

通知書送付

【納品物】

平均勤続年数算定表

平均勤続年数証明書

前職証明書

資格者証

雇用契約書

※やむを得ない理由により資格者証や雇用契約書の提出がされていない場合は、

その対象者と理由を書いたメモや付箋を添付すること。

SV最終確認

納品

（市役所15階・

児童福祉担当）

平均勤続年数算定表、

平均勤続年数証明書、

前職証明書、

資格者証、

雇用契約書を印刷

印刷した納品物を

整理し、納品準備

受領



業務No. 業務番号５

業務名称 児童保護措置費等支弁事務処理センター業務

業務フローNo. 業務フロー名称

【e-KAWASAKI】

「児童福祉法による児童入所施設措置費等請求フォーム」を開きます

確認したい申込番号をクリックします

【ファイルの保存】

添付されているファイルをダウンロードし、単価改定に使用する資料（ここでは職員名簿と施設シート）を

該当する資料の種類に従い、四半期ごとに分けて格納します。該当するフォルダが無ければ作成します。

【e-KAWASAKI操作】

「実行する処理を選択」から「審査開始」を選び、実行を押します。

二回確認のポップアップが出てくるので、全てクリックして進めます。

【書類確認】

①定員査定表

②平均勤続年数算定表

③各種加算申請

④施設シート

⑤職員名簿

専用のExcelファイルがあるので、それに必要な情報を入力して単価表を作成します。

【入力】

定員：定員数が認可定員（施設規模から見た上限）に達していない場合、定員数の横に『（暫定）』と記載します。

この定員数により基本単価が決定されます。

民改費率：平均勤続年数に基づく倍率を入力します。

基本単価：国通知で該当単価を特定し基本単価欄へ入力します。

各種加算額：対象職員の在籍を職員名簿で確認、該当人数で乗算します。

【確認】

自動計算：Excel式で民改費単価／保護単価が自動算出されます。式から外れている加算が無いか確認します。

3％上乗せ：民改費率＋3％シートで上乗せ後の一般分保護単価を確認します。

【確認項目】

①『国管理費』、②『補助単価』、③『賞与月数』、④『加配職員数』、⑤民改費率＋3％上乗せ後の単価

『加配職員数』は各施設の職員定数（施設を運営する上での最低職員配置数）を上回った職員数が記載されています。

この職員数については職員名簿を確認してください。

※加配職員雇用費加算は自動反映しないため手入力必須

【不備対応】

疑義等が生じた場合には所管課様に確認します。（大体のその場で解決）

解消されない場合は、施設に架電します。

コリーグでダブルチェック後に、SVが最終確認を行う。

施設シート：本園・小規模を問わず施設ごとに個別。各施設の確認が済み次第、職員名簿と合わせて単体で納品可。

単価表（3％増）：全施設分の確認完了後に納品。※児童福祉担当から途中経過の報告依頼があれば例外。

通年業務

事務処理センター 所管課 その他関係者 RPA等業務効率化ツール システム/Office 備考
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ダウンロード e-KAWASAKI

申請データの保存

必要書類が揃って

いるか確認

（①～⑤）

法定分単価表

（Excel）を開く
Excel

SV最終確認

共有フォルダ

施設シート、

職員名簿、

単価表（3％増）

納品準備

納品物印刷

入力（定員・民改

費率・基本単価・

加算額

Excel

確認（自動計算・

保護単価・民改費

率＋3％）

Excel

施設シートを確認

（①～⑤）
Excel

法定分単価表を

確認（自動参照

の整合）

Excel

法定外分単価表

に入力・確認
Excel

上記作業に関して疑義

あり？

はい

いいえ

所管課様に確認

疑義解消されたか？

連絡し疑義解消

（架電）

はい

いいえ
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